
⼀般社団法⼈天草郡市医師会訪問看護センター運営規程 
 

（趣旨） 
第１条 本規定は、⼀般社団法⼈天草郡市医師会が開設する天草郡市医師会訪問看護センター（以

下「センター」という）が⾏なう指定訪問看護規程（以下「事業という」の適正な運営を
確保するため、⼈員及び管理運営に関する必要な事項を定める。 

 

（事務所の設置） 
第２条 ⼀般社団法⼈天草郡市医師会⽴天草地域医療センターに訪問看護事業を⾏なう事業所を

設置し、その名称及び所在地は次のとおりとする。 
１． 名称 ⼀般社団法⼈天草郡市医師会訪問看護センター 
２． 所在地 熊本県天草市⻲場町⾷場１１８１番地１ 

 

（事業の⽬的） 
第３条 訪問看護事業は、⽼⼈保健法・健康保険法・介護保険法（以下「法」という。）に                  

基 づ き 、 家 庭 に お け る 療 養 看 護 を ⽀ 援 し 、 ⼼ ⾝ の 機 能 の 維 持 と 回 復 を 図 る と と                  
もに、その⽣活の質の確保に努めることを⽬的とする。 

 

（運営の⽅針） 
第４条 センターは保険福祉の向上のために、他の医療、保健または福祉サービスとの蜜                  

接な連携を図り、良質の在宅ケアサービスを提供するものとする。 
（職員） 
第５条 １．センターには、必要な職員を配置する。 

（１）管理者      １名 
（２）看護師      ３名以上 
（３）事務職員     若⼲名 
（４）その他の職員   若⼲名 
２．職員の職務は次のとおりとする。 
（ １ ）  管 理 者 は 、 指 定 訪 問 看 護 の 業 務 に 従 事 す る 職 員 を 管 理 す る と と も に 、        

センターの設備及び備品等の衛⽣管理に努める。 
（２） 看護師は、指定訪問看護を実施し、その結果の記録及び報告を⾏なう。 
（ ３ ）  事 務 職 員 は 、 セ ン タ ー の 運 営 に 係 る 事 務 及 び 訪 問 看 護 療 養 費 の 請 求 等        

の事務を⾏なう。 
（業務⽇及び業務時間） 
第６条 業務⽇ 

（１） 営業⽇は⽉曜から⾦曜までとする。（１２⽉２９⽇から１⽉３⽇までを除く） 
（２） 業務時間は午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 
（３） 電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制をとる。 

 

（指定訪問看護の提供⽅法） 
第７条 指定訪問看護を提供するに当たっては、主治医との密接な連携を図るとともに、 

保険サービス及び福祉サービスを提供する者との連携を図るものとする。 
 



 
 

（指定訪問看護の内容） 
第８条 １ 指定訪問看護の内容は、次のとおりである。 

（１） 病状観察 
（２） 清拭及び⼊浴等の保清 
（３） 創処置及び褥瘡の処置 
（４） 体位変換 
（５） 医療器具を受けている⽅の管理及び指導 

（⼈⼯呼吸器、在宅酸素、経管栄養、留置カテーテル、その他） 
（６） リハビリテーション 
（７） ⾷事及び排泄の介助 
（８） 療養上の相談及び指導 
（９） 介護、福祉制度の相談等 
２ 指定訪問看護の事業は、主治医の訪問看護指⽰書に基づき訪問看護計画書を作成し、 
当該計画書により実施するものとする。 

 
 

 

（緊急時等の対応） 
第９条 １ 看護師等は、指定訪問看護中に指定訪問看護を受けている者（以下「利⽤者」とい 

う。）の病状及び⼼⾝の状態が急変した場合は、直ちに主治医に連絡し主治医の指 
⽰に基づき必要な措置を講じ、主治医への連絡が困難な場合には、予め指定された 
医療機関への連絡あるいは救急搬送等の必要な処置を講じなければならない。 
２ 看護師等は、前項の処置を講じた場合、速やかに管理者に報告しなければならない。 

 

（通常の事業の実施地域） 
第１０条 通常の事業の実施地域は、天草市、上天草市、苓北町とする。 
（利⽤料） 
第１１条 利⽤料は、基本利⽤料及びその他の利⽤料とし、利⽤者から徴収する。 

その他の利⽤料とは、交通費及び利⽤者の負担⾦をいう。 
（１） 基本料⾦は、厚⽣労働⼤⾂が定める額 

法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告⽰上の額に 
利⽤者の介護保険負担割合証に記載されや負担割合を乗じた額とする。 

（２） その他の利⽤料 
第１０条に規定した通常の事業実施地域を超えて⾏なう指定訪問看護事業に要し 
た交通費については、その実費を徴収する。なお、⾃動⾞を使⽤した場合の交通費 
は、以下の額を徴収する。なお、タクシー利⽤の場合は、実費額とする。 

・通常の事業の実施地域を超えた地点から、１ｋｍ当たり１０円とする。 
 

（その他運営に関する留意事項） 
第１２条 １ 訪問看護の質の向上を図るために、研修の機会を次のとおりに設け、 

勤務体制を整備する。 
（１） 採⽤時研修 採⽤後１ケ⽉以内 
（２） 継続研修 年２回 

２ 従業者は、業務上知り得た利⽤者⼜はその家族の秘密を保持する。 
３ 従業者は、サービス担当者会議において、利⽤者の個⼈情報を⽤いる場合は利⽤ 



者の同意を、利⽤者の家族の個⼈情報を⽤いる場合は当家族の同意を、 あらかじめ⽂書
により得るものとする。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利⽤者⼜はその家族の秘密を保持させるため
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇⽤契
約の内容にする。 

５ ステーションは、利⽤者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、 
その完結の⽇から５年間保管しなければならない。（医療及び指定特定療養費に 
係る療養に関する諸記録等は３年間、診療録は５年間保管とする） 

 

（⾼齢者虐待防⽌のための措置） 
第１３条 利⽤者の⼈権や擁護、虐待防⽌等の観点から、虐待の発⽣を防⽌するため、 

以下の措置を講ずる。 
１ 虐待防⽌のために対策を検討する委員会を設置。 
２ 虐待防⽌のための指針を整備する。 
３ 従業者に対し、虐待防⽌のための研修会を定期的に実施する。 
４ 担当者を配置する。 

 

（ハラスメント対策の強化） 
第１４条  介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、 

男⼥雇⽤機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を 
踏まえつつ、以下のハラスメント対策を講ずる。 

１ ハラスメントの内容、⽅針の明確化・啓発。 
２ ⾏為者への厳正な対処⽅針、内容の規定周知・啓発。 
３ 相談窓⼝の設置。 
４ 当事者などのプライバシー保護の為の措置の実施と周知。 

 

（感染症対策の強化） 
第１５条 感染症の発⽣またはまん延等に関する取り組みの徹底として、以下の措置を講ずる。 

１ 委員会の開催（法⼈と共同）。 
２ 指針の整備。 
３ 研修の定期的な実施（感染症対策研修会 年２回開催） 
４ 訓練（シュミレーション）の実施。 

 

（業務継続計画書「BCP」） 
第１６条 感染症や災害が発⽣した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を 

講築する、業務継続に向けた取組の強化。 
１ 感染症発⽣時における業務継続計画を整備。 
２ 災害発⽣時における業務継続計画を整備。 
３ 対策を検討する委員会の設置（定期的に⾒直し、更新履歴を作成する）。 
４ 研修・訓練を定期的に開催（年２回開催）。 

 

（委任） 
第１７条 本規程に定める事項のほか、運営に関し必要な事項は天草郡市医師会と 

ステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。 



 
（附則） この規定は、平成１９年７⽉１⽇より施⾏する。 

この規定は、平成２３年１０⽉６⽇より施⾏する。 
この規定は、平成２５年４⽉１⽇より施⾏する。 
この規定は、平成２７年８⽉１⽇より施⾏する。 
この規定は、平成２９年１１⽉１⽇より施⾏する。 
この規定は、令和５年１１⽉１⽇より施⾏する。 
この規定は、令和６年４⽉１⽇より施⾏する。  


